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令和４年２月文京区議会定例議会追加提案事項 
 

 

 

１ 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 非常勤職員の育児休業等の取得に係る在職期間の要件を廃止するとともに、育児休業に係る勤

務環境の整備に関する措置等に係る規定を整備するため、提案する。 

 ⑵ 改正内容 

  ア 非常勤職員の育児休業等の取得に係る在職期間の要件の廃止 

( ア ) 再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員の育児休業の取得について、引き続き在職した期間が１

年以上としている要件を廃止する。（第２条第３号） 

(イ) 会計年度任用職員の部分休業の取得について、引き続き在職した期間が１年以上としている要件を廃

止する。（第１４条第２号） 

イ 育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置等に係る規定の整備 

( ア ) 職員から妊娠又は出産等についての申出があった場合において任命権者が講じなければならない措置

等について定める。（第１８条） 

(イ) 育児休業に係る勤務環境の整備に関して任命権者が講じなければならない措置について定める。（第

１９条）   

⑶ 施行期日 令和４年４月１日 

 

 

２ 文京区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 保険料率等を改定するとともに、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）等の一部改正

に伴い、保険料賦課限度額の改定及び保険料軽減対象の拡大を行うほか、規定を整備するため、

提案する。 

⑵ 改正内容 

 ア 成人年齢の引下げに係る規定整備（第１２条第１項） 

民法（明治２９年法律第８９号）の一部改正に伴い、成年とされる年齢が２０歳から１８歳へ引き下げ

られたため、規定を整備する。 

  イ 特別区国民健康保険事業の調整に関する共通基準に合わせた賦課割合、保険料率等の改定 

(ア) 賦課割合の改定（第１５条の１２及び第１６条の４） 

    ・後期高齢者支援金等賦課額の賦課割合 

     所得割：均等割＝６２：３８  →  所得割：均等割＝６３：３７ 

    ・介護納付金賦課額の賦課割合 

     所得割：均等割＝５９：４１  →  所得割：均等割＝６０：４０ 

    ※ 基礎賦課額の賦課割合については、改定なし。 

(イ) 保険料率等の改定（第１５条の４、第１５条の１２及び第１６条の４） 

    ・基礎賦課額 

     所得割 １００分の７．１３  →  １００分の７．１６ 

     均等割 ３８，８００円    →  ４２，１００円 

    ・後期高齢者支援金等賦課額 

     所得割 １００分の２．４１  →  １００分の２．２８ 

    ※ 後期高齢者支援金等賦課額の均等割については、改定なし。 

    ・介護納付金賦課額 

     所得割 １００分の２．１２  →  １００分の２．０９ 
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     均等割 １７，０００円    →  １６，６００円 

(ウ) 保険料から減額する額の改定（第１９条の２） 

     所得が一定額以下の場合に行う保険料の軽減について、保険料率等の改定に伴い、減じる額を改める。 

    ・７割減額 

     基礎賦課額         ２７，１６０円  →  ２９，４７０円 

     介護納付金賦課額      １１，９００円  →  １１，６２０円 

    ・５割減額 

基礎賦課額         １９，４００円  →  ２１，０５０円 

     介護納付金賦課額       ８，５００円  →   ８，３００円 

    ・２割減額 

     基礎賦課額          ７，７６０円  →   ８，４２０円 

     介護納付金賦課額       ３，４００円  →   ３，３２０円 

    ※ 後期高齢者支援金等賦課額から減じる額については、いずれも改定なし。 

  ウ 保険料賦課限度額の改定（第１５条の８、第１５条の１６及び第１９条の２） 

    国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）の一部改正に伴い、保険料賦課限度額を改める。 

(ア) 基礎賦課限度額 

６３０，０００円  →  ６５０，０００円 

(イ) 後期高齢者支援金等賦課限度額 

１９０，０００円  →  ２００，０００円 

※ 介護納付金賦課限度額については、改定なし。  

エ 保険料軽減対象の拡大（第１９条の４） 

  国民健康保険法及び国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、未就学児に係る保険料の軽減措置が新設

されたため、当該未就学児の被保険者均等割額から減じる額を定める。 

 (ア) ７割減額世帯 

   基礎賦課額          ６，３１５円 

   後期高齢者支援金等賦課額   １，９８０円 

 (イ) ５割減額世帯 

   基礎賦課額         １０，５２５円 

   後期高齢者支援金等賦課額   ３，３００円 

 (ウ) ２割減額世帯 

   基礎賦課額         １６，８４０円 

   後期高齢者支援金等賦課額   ５，２８０円 

 (エ) 所得による減額がない世帯  

基礎賦課額         ２１，０５０円 

後期高齢者支援金等賦課額   ６，６００円 

オ その他規定の整備 

⑶ 施行期日 令和４年４月１日 

 

 

 


